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１ 個別施設計画策定の趣旨及び概要 

（１）策定の趣旨 

国においては、2013（平成25）年11月に「インフラ長寿命化基本計画」（イ

ンフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議決定）が策定され、地方公

共団体においてもインフラ長寿命化計画（行動計画）・個別施設ごとの長寿命

化計画（個別施設計画）を策定することが期待される中、本市においては、2017

（平成29）年3月、地方公共団体のインフラ長寿命化計画（行動計画）である

「都城市公共施設等総合管理計画（以下、「総合管理計画」）」を策定しまし

た。 

今後、総合管理計画等に基づき、住宅施設（市営住宅、その他住宅施設、教

職員住宅）について施設の状況等を分析し、住宅セーフティネットの中心的な

役割を担い、安全で快適な住宅を供給するために、個別施設ごとの長寿命化計

画（個別施設計画）を策定するものです。 

なお、本計画は、総合管理計画における施設類型及び個別施設ごとの適正化

計画として位置付けます。 

 

（２）概要 

本計画は、「総合管理計画第3章3-2-3類型別方針(10)住宅施設」の方向性

に沿いつつ、個別施設の整備に関して今後具体的に推進するための計画を示

すものです。 

 

（３）計画期間 

計画期間は、2026（令和8）年度から2030（令和12）年度※までの5年間を第2期と

します。 

なお、社会情勢の変化、財政状況等を踏まえ、5年ごとに計画の改訂を行いま

す。また、見直しの必要が生じた際は、適宜見直しを行います。 

※維持更新費用は、総合管理計画の計画期間に合わせ2017（平成29）年度から

2046（令和28）年度までの30年間とします。 
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２ 施設の現況と課題 

（１）施設の役割 

① 市営住宅、その他住宅施設 

市営住宅施設は、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、こ

れを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸す

ることにより、生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として

います。 

また、その他住宅施設は、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が

良好な賃貸住宅の供給を促進するための措置を講ずることにより、優良な

賃貸住宅の供給の拡大を図り、もって市民生活の安定と福祉の増進に寄与

することを目的としています。 

 

② 教職員住宅 

教職員住宅は、民間の住宅事情及び交通状況の悪かった地区に、内示とと

もに異動する教職員が異動先状況に疎く、日数も制限されるため、市が住宅

を確保することにより、教育活動に専念できるように建設されました。 

 

（２）施設の一覧 

① 施設の現況一覧（2026（令和 8）年 3月末現在） 

市営住宅施設数は、75 施設で床面積は合計で 213,066 ㎡となっています。 
 

施設名称 所在地 建築年度 構造 敷地面積 床面積 

① 平江団地 
都城市平江町 9街区

13 号 
昭和 47年度 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛ

ｯｸ 
1,216 ㎡ 386 ㎡ 

② 小鷹原団地 
都城市上長飯町 63

号 2 番地 
平成元年度 木造 1,352 ㎡ 372 ㎡ 

③ 
一万城アイリ

ス団地 

都 城 市 一 万 城 町

4988 番地１ 
平成 12年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
-  977 ㎡ 

④ 
一万城出口団

地 

都城市一万城町 16

号 1 番地 
昭和 52年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
2,329 ㎡ 1,514 ㎡ 

⑤ 
 

一万城団地 
都 城 市 一 万 城 町

4988 番地１外 
平成 8 年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
55,790 ㎡ 33,520 ㎡ 

⑥ 
一万城東部団

地 

都城市一万城町 60

号 1 番地 
昭和 63年度 木造 1,845 ㎡ 605 ㎡ 

⑦ 菖蒲原団地 
都城市菖蒲原町 19

街区 6 号 
平成 2 年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
3,405 ㎡ 1,318 ㎡ 
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施設名称 所在地 建築年度 構造 敷地面積 床面積 

⑧ 下長飯団地 
都 城 市 大 岩 田 町

6109 番地外 
昭和 42年度 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛ

ｯｸ 
33,300 ㎡ 7,313 ㎡ 

⑨ 岩渕団地 
都 城 市 下 長 飯 町

1740 番地 1 
昭和 37年度 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛ

ｯｸ 
3,892 ㎡ 496 ㎡ 

⑩ 志比田団地 
都 城 市 志 比 田 町

5211 番地 2 
平成 3 年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
5,732 ㎡ 2,422 ㎡ 

⑪ 今町団地 
都城市今町 7479 番

地 4 
昭和 54年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
1,218 ㎡ 1,594 ㎡ 

⑫ 南鷹尾団地 
都城市南鷹尾町 24

街区 10 号 
平成元年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
1,046 ㎡ 560 ㎡ 

⑬ 加治屋団地 
都 城 市 南 横 市 町

3819 番地 4 
昭和 42年度 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛ

ｯｸ 
1,227 ㎡ 324 ㎡ 

⑭ 蓑原団地 
都城市蓑原町 2358

番地 1 
平成 13年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
8,286 ㎡ 5,787 ㎡ 

⑮ 宮丸西団地 
都城市鷹尾一丁目

3733 番地 1 
昭和 54年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
26,920 ㎡ 21,790 ㎡ 

⑯ 内堀東団地 
都城市鷹尾三丁目

25 街区 1 号 
平成 7 年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
1,551 ㎡ 574 ㎡ 

⑰ 川崎団地 
都城市鷹尾四丁目 3

街区 10 号 
昭和 50年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
4,159 ㎡ 2,871 ㎡ 

⑱ 内堀団地 
都城市鷹尾四丁目

15 街区 5 号外 
平成 5 年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
24,615 ㎡ 7,797 ㎡ 

⑲ 北鷹尾団地 
都城市鷹尾五丁目 7

街区 1 号 
平成 4 年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
12,867 ㎡ 4,819 ㎡ 

⑳ 都原団地 
都城市都原町 29 番

地 2 外 
昭和 45年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
35,475 ㎡ 12,447 ㎡ 

㉑ 西之前団地 
都城市下川東二丁

目 20 号 1 番地 
昭和 59年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
5,957 ㎡ 4,730 ㎡ 

㉒ 
乙房あざめ団

地 

都城市乙房町 1426

番地 1 
昭和 63年度 木造 2,530 ㎡ 488 ㎡ 

㉓ 乙房団地 
都城市乙房町 395番

地 7 
昭和 42年度 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛ

ｯｸ 
1,766 ㎡ 324 ㎡ 

㉔ 神田団地 
都城市庄内町 7941

番地１ 
昭和 51年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
3,262 ㎡ 2,446 ㎡ 

㉕ 町区団地 
都城市庄内町 8680

番地 
昭和 40年度 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛ

ｯｸ 
2,945 ㎡ 663 ㎡ 
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施設名称 所在地 建築年度 構造 敷地面積 床面積 

㉖ 菓子野団地 
都 城 市 菓 子 野 町

9521 番地 
平成 2 年度 木造 1,754 ㎡ 480 ㎡ 

㉗ 西岳団地 
都城市高野町 3780

番地 1 
昭和 59年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
2,529 ㎡ 848 ㎡ 

㉘ 沖水団地 
都城市都北町 5605

番地 
平成 7 年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
3,048 ㎡ 1,852 ㎡ 

㉙ 
 

都北団地 
都城市都北町 1011

番地 
昭和 47年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
20,133 ㎡ 9,248 ㎡ 

㉚ 志和池団地 
都 城 市 上 水 流 町

2323 番地 1 
昭和 62年度 木造 3,659 ㎡ 920 ㎡ 

㉛ 上水流団地 
都 城 市 上 水 流 町

1688 番地 
昭和 56年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
1,958 ㎡ 1,080 ㎡ 

㉜ 中道団地 
都 城 市 上 水 流 町

1585 番地 
平成 11年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
4,090 ㎡ 2,669 ㎡ 

㉝ 梅北団地 
都城市梅北町 1423

番地 3 
昭和 63年度 木造 3,746 ㎡ 488 ㎡ 

㉞ 王子原団地 
都城市安久町 6852

番地 
平成 24年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
4,042 ㎡ 717 ㎡ 

㉟ 藤田団地 
都城市安久町 5621

番地 1 外 
昭和 37年度 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛ

ｯｸ 
8,235 ㎡ 2,268 ㎡ 

㊱ 豊満団地 
都城市豊満町 1582

番地 
平成 8 年度 木造 3,234 ㎡ 639 ㎡ 

㊲ 丸岡団地 
都城市山之口町山

之口 3422 番地 2 外 
昭和 53年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
5,137 ㎡ 2,497 ㎡ 

㊳ 麓Ａ団地 
都城市山之口町山

之口 3235 番地 
昭和 53年度 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛ

ｯｸ 
2,433 ㎡ 414 ㎡ 

㊴ 
 

花木第 1 団地 
都城市山之口町花

木 2057 番地 1 
平成 5 年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
5,600 ㎡ 2,876 ㎡ 

㊵ 花木第 3 団地 
都城市山之口町花

木 2405 番地 3 
昭和 42年度 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛ

ｯｸ 
21,610 ㎡ 4,806 ㎡ 

㊶ 
 

飯起団地 
都城市山之口町花

木 2160 番地 1 
昭和 54年度 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛ

ｯｸ 
13,256 ㎡ 3,205 ㎡ 

㊷ 下富吉団地 
都城市山之口町富

吉 3624 番地 1 
平成元年度 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛ

ｯｸ 
1,283 ㎡ 256 ㎡ 

㊸ 富吉団地 
都城市山之口町富

吉 1562 番地 1 
昭和 51年度 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛ

ｯｸ 
35,683 ㎡ 4,533 ㎡ 



5 

 

施設名称 所在地 建築年度 構造 敷地面積 床面積 

㊹ 春日団地 
都城市高城町大井

手 70 番地 2 
昭和 47年度 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛ

ｯｸ 
6,395 ㎡ 785 ㎡ 

㊺ 
第 1 鳥井前団

地 

都城市高城町穂満

坊 474 番地 
昭和 36年度 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛ

ｯｸ 
953 ㎡ 260 ㎡ 

㊻ 
第 2 軍神原団

地 

都城市高城町穂満

坊 2553 番地 
昭和 51年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
28,652 ㎡ 8,725 ㎡ 

㊼ 
第 2 鳥井前団

地 

都城市高城町穂満

坊 471 番地 1 
昭和 41年度 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛ

ｯｸ 
6,355 ㎡ 376 ㎡ 

㊽ 
第 3 鳥井前団

地 

都城市高城町穂満

坊 491 番地 
昭和 49年度 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛ

ｯｸ 
8,469 ㎡ 2,233 ㎡ 

㊾ 和田団地 
都城市高城町穂満

坊 2686 番地 
昭和 30年度 木造 1,044 ㎡ 29 ㎡ 

㊿ 石山団地 1 
都城市高城町石山

1096 番地 
昭和 30年度 木造 718 ㎡ 29 ㎡ 

○51  石山団地 2 
都城市高城町石山

283 番地 
昭和 57年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
14,451 ㎡ 3,980 ㎡ 

○52  第 2 石山団地 
都城市高城町石山

1135 番地 1 
平成 4 年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
4,289 ㎡ 953 ㎡ 

○53  有水宮平団地 
都城市高城町有水

78 番地 6 外 
昭和 50年度 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛ

ｯｸ 
5,193 ㎡ 958 ㎡ 

○54  田尾上団地 
都城市高城町有水

3540 番地 
昭和 55年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
7,939 ㎡ 3,976 ㎡ 

○55  

四家特定団地 
都城市高城町四家

1766 番地 2 
平成 12年度 木造 4,572 ㎡ 155 ㎡ 

四家特定（蓑

野第 1）団地 

都城市高城町四家

1753 番地 2 
平成 7 年度 木造 -  121 ㎡ 

四家特定（大

開第 1）団地 

都城市高城町四家

983 番地 2 外 
平成 11年度 木造 -  350 ㎡ 

○56   西栫第 2 団地 
都城市山田町山田

4370 番地外 
昭和 52年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
18,545 ㎡ 4,507 ㎡ 

○57  瀬茅団地 
都城市山田町山田

9829 番地 18 
平成 5 年度 木造 5,938 ㎡ 544 ㎡ 

○58  大古川団地 
都城市山田町山田

2372 番地 1 
平成 6 年度 木造 1,887 ㎡ 301 ㎡ 

○59  浜之段団地 
都城市山田町山田

1397 番地 1 
平成 6 年度 木造 702 ㎡ 142 ㎡ 
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施設名称 所在地 建築年度 構造 敷地面積 床面積 

○60  
万ヶ塚第 1 団

地 

都城市山田町山田

9755 番地 86 
昭和 58年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
3,889 ㎡ 836 ㎡ 

○61  
万ヶ塚第 2 団

地 

都城市山田町山田

9680 番地 5 
昭和 44年度 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛ

ｯｸ 
13,979 ㎡ 1,987 ㎡ 

○62  脇之馬場団地 
都城市山田町山田

3854 番地 1 
平成 4 年度 木造 2,717 ㎡ 533 ㎡ 

○63  
谷頭五班第 1

団地 

都城市山田町中霧

島 3302 番地 3 
昭和 41年度 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛ

ｯｸ 
3,473 ㎡ 806 ㎡ 

○64  
谷頭五班第 2

団地 

都城市山田町中霧

島 3501 番地 1 外 
昭和 45年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
12,827 ㎡ 3,277 ㎡ 

○65  
谷頭駅前ふれ

あい団地 

都城市山田町中霧

島 3102 番地 4 
昭和 62年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
1,367 ㎡ 836 ㎡ 

○66  前田団地 2 
都城市高崎町前田

3300 番地 
昭和 53年度 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛ

ｯｸ 
12,134 ㎡ 931 ㎡ 

○67  
高崎新田駅前

団地 

都城市高崎町大牟

田 935 番地 5 外 
平成 12年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
4,904 ㎡ 2,462 ㎡ 

○68  上新田団地 
都城市高崎町大牟

田 819 番地 4 
昭和 54年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
9,254 ㎡ 3,900 ㎡ 

○69  高崎中央団地 
都城市高崎町大牟

田 1239 番地 1 
平成 5 年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
17,638 ㎡ 7,605 ㎡ 

○70  高崎中央団地 
都城市高崎町大牟

田 1312 番地 
平成 6 年度 木造 2,017 ㎡ 705 ㎡ 

○71  三和団地 
都城市高崎町縄瀬

3152 番地 4 
昭和 52年度 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛ

ｯｸ 
6,793 ㎡ 1,600 ㎡ 

○72  縄瀬原団地 
都城市高崎町縄瀬

3410 番地 18 外 
昭和 50年度 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛ

ｯｸ 
10,958 ㎡ 1,948 ㎡ 

○73  江平宮王団地 
都城市高崎町江平

2329 番地 7 
昭和 56年度 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛ

ｯｸ 
2,661 ㎡ 609 ㎡ 

○74  椎屋団地 
都城市高崎町笛水

1355 番地 7 外 
昭和 59年度 木造 3,149 ㎡ 415 ㎡ 

○75  
単独・椎屋特

定団地 

都城市高崎町笛水

1356 番地 2 外 
昭和 59年度 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛ

ｯｸ 
1,428 ㎡ 259 ㎡ 

総 計  213,066 ㎡ 
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教職員住宅施設数は、9施設で床面積は合計で1,177㎡となっています。 

 施設名称 所在地 建築年度 構造 敷地面積 床面積 

①  
西岳中教職

員住宅 

都城市美川町2927番地

18 
昭和 59年度 木造 427 ㎡ 61 ㎡ 

②  
吉之元小教

職員住宅 

都城市吉之元町4590番

地 1 
昭和 51年度 木造 277 ㎡ 50 ㎡ 

③  
御池小教職

員住宅 
都城市御池長5821番地 昭和 63年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
2,908 ㎡ 120 ㎡ 

④  
夏尾小・中

教職員住宅 

都城市夏尾町5430番地

2 
昭和 59年度 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ 
559 ㎡ 120 ㎡ 

⑤  
夏尾小教職

員住宅 

都城市夏尾町6644番地

6 
昭和 50年度 木造 312 ㎡ 50 ㎡ 

⑥  
高崎麓小教

職員住宅 

都城市高崎町前田 748

番地 3 
平成元年度 木造 521 ㎡ 50 ㎡ 

⑦  
高崎小教職

員住宅 

都城市高崎町大牟田

1239 番地 18 
平成 7 年度 木造 353 ㎡ 78 ㎡ 

⑧  
江平小教職

員住宅 

都城市高崎町江平 2338

番地 1 
平成 8 年度 木造 453 ㎡ 78 ㎡ 

⑨  
椎屋第１教

職員住宅 

都城市高崎町笛水 1356

番地 1 
平成 4 年度 木造 2,940 ㎡ 282 ㎡ 

総  計  1,177 ㎡ 
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② 施設の配置状況 

都城市内の市営住宅施設の配置状況は次の位置図のとおりです。 

【市営住宅・その他住宅施設】 
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【教職員住宅】 

 

 

（３）施設の管理等 

事故等の重大な問題発生の回避、修繕や更新等の必要性の判断のために、

職員による点検を定期的に行うとともに、入居者から劣化状況に関する情報

を収集し、予防保全を重視した維持管理を実施します。 

 

（４）施設の課題 

① 市営住宅、その他住宅施設 

国土交通省が目安とする構造別の耐用年数を経過している住宅は 1,247

戸で、2030（令和 12）年度までに耐用年数を経過する住宅はあわせて 1,271

戸です。これらの全てが準耐火構造と木造の住宅であり、耐用年数の考え方

からすると、建替え等の検討が必要です。 

なお、耐火構造の住宅は 2045（令和 27）年から耐用年数を経過する住宅

が発生します。 

②吉之元小教職員住宅 

①西岳中教職員

住宅 

⑧江平小教職員住宅 

③御池小教職員住宅 

⑦ 

高崎小教職員住宅 

夏尾小･中教職員住宅④ 

⑨椎屋第 1教職員住宅 

⑤夏尾小教職員住宅 

⑥高崎麓小教職員住宅 
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さらに、高齢化の進展に伴い、入居世帯の約 4割は高齢者世帯となってい

る一方で、高齢化対応仕様未整備の戸数が約 9 割となっています。この他、

設備が古い住戸や、中層住棟でエレベーターがない住棟など、居住水準の低

い住戸も多く、このため、入居者のニーズに見合った、居住性の高い住戸へ

の改善が必要です。 

 

② 教職員住宅 

住宅施設は、木造で 45 年以上経過した施設もあり老朽化が進んでおり、

更に、入居者がいない住宅は劣化が進んでいます。 

また、交通状況も良好になり、市街地からの通勤も容易になり、入居する

教職員も減少しています。 

 

３ 施設整備方針 

（１）今後の施設整備の考え方 

市営住宅については、いわゆる「セーフティネット」としての役割も担っ

ていることから、必要な施設については、適切に維持管理を進めます。 

耐用年数到来時に、集約化・複合化・譲渡・廃止の可能性や立地適正化計

画などと整合性を取りながら、人口推計に対応した適正な面積について、検

討を開始します。 

ただし、耐用年数到来前であっても、老朽化等により建替えの時期を迎え

る場合、又、施設の利用状況や周辺環境・社会情勢の変化が生じた場合等に

方針の検討を開始します。 

 

① 市営住宅、その他住宅施設 

本市における住宅確保要配慮者の居住安定確保を図るために、市営住宅

施設ストックの効率的な整備・管理を推進するとともに、市営住宅施設ス

トックの状況を把握した上で、団地別・住棟別の適切な活用手法を選択

し、予防保全的な観点から修繕や改善等の維持管理計画を定め、長寿命化

によるライフサイクルコストの削減と事業量の平準化を進めていきます。 

 

② 教職員住宅 

民間の賃貸住宅の状況や、交通状況等を把握し、教職員住宅として需要が

あるかを見極めていきます。 
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（２）個別施設方針 

① 市営住宅、その他住宅施設 

NO 施設名称 今後の方針（2026（R8）～2030（R12）） 

H29～R28 

維持更新費用 

(単位:百万円) 

① 平江団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。  156 

② 小鷹原団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。  0 

③ 
一万城アイリ

ス団地 

住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。  239 

④ 
一万城出口団

地 

住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。  586 

⑤ 一万城団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。  7,755 

⑥ 
一万城東部団

地 

住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。  206 

⑦ 菖蒲原団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。  288 

⑧ 下長飯団地 
2025（令和７）年度から 2030（令和１２）年度で他

団地に集約し、既存施設を解体する。 3,035 

⑨ 岩渕団地 

２棟を 2025（令和７）年度から 2030（令和１２）年

度に他団地に集約し、既存施設を解体する。他３棟

は現状維持とする。  156 

⑩ 志比田団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。  544 

⑪ 今町団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。  617 

⑫ 南鷹尾団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。  128 

⑬ 加治屋団地 
2025（令和７）年度から 2030（令和１２）年度で他

団地に集約し、既存施設を解体する。 115 

⑭ 蓑原団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。  1,314 

⑮ 宮丸西団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。  8,568 

⑯ 内堀東団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。  146 
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NO 施設名称 今後の方針（2026（R8）～2030（R12）） 

H29～R28 

維持更新費用 

(単位:百万円) 

⑰ 川崎団地 

１棟を 2025（令和 7）年度から 2030（令和 12）年度

に他団地に集約し、既存施設を解体する。他 2 棟は

現状維持とする。  1,117 

⑱ 内堀団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。  1,750 

⑲ 北鷹尾団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。  1,100 

⑳ 都原団地 

簡易準耐火平屋の建物全てと中層耐火 3 棟を（令和

7）年度から 2030（令和 12）年度に集約建替し、既

存施設を解体する。他の中層耐火 4 棟は現状維持と

する。 5,303 

㉑ 西之前団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。  1,659 

㉒ 
乙房あざめ団

地 

住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。  0 

㉓ 乙房団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。  115 

㉔ 神田団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。  950 

㉕ 町区団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。  240 

㉖ 菓子野団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。  0 

㉗ 西岳団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。  336 

㉘ 沖水団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。  394 

㉙ 都北団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 3,647 

㉚ 志和池団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。  124 

㉛ 上水流団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。  427 

㉜ 中道団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。  624 
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NO 施設名称 今後の方針（2026（R8）～2030（R12）） 

H29～R28 

維持更新費用 

(単位:百万円) 

㉝ 梅北団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。  0 

㉞ 王子原団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。  186 

㉟ 藤田団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。  853 

㊱ 豊満団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。  0 

㊲ 丸岡団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 628 

㊳ 麓Ａ団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 169 

㊴ 花木第１団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 569 

㊵ 花木第３団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 290 

㊶ 飯起団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 1,311 

㊷ 下富吉団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 85 

㊸ 富吉団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 1,782 

㊹ 春日団地 新規募集停止中 360 

㊺ 
第１鳥井前団

地 

住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 87 

㊻ 
第２軍神原団

地 

住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 2,924 

㊼ 
第２鳥井前団

地 
新規募集停止中、他の市営住宅へ住替えを促進。 

133 

㊽ 
第３鳥井前団

地 

住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 898 

㊾ 和田団地 新規募集停止中、他の市営住宅へ住替えを促進 0 

㊿ 石山団地 1 新規募集停止中、他の市営住宅へ住替えを促進 0 

○51  石山団地 2 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 1,259 
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NO 施設名称 今後の方針（2026（R8）～2030（R12）） 

H29～R28 

維持更新費用 

(単位:百万円) 

○52  第２石山団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 220 

○53  有水宮平団地 新規募集停止中 400 

○54  田尾上団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 1,578 

○55  四家特定団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 0 

○56  西栫第２団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 1,527 

○57  瀬茅団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 0 

○58  大古川団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 0 

○59  浜之段団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 0 

○60  
万ヶ塚第１団

地 

住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 331 

○61  
万ヶ塚第２団

地 

住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 706 

○62  脇之馬場団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 0 

○63  
谷頭五班第１

団地 

住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 287 

○64  
谷頭五班第２

団地 

住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 1,223 

○65  
谷頭駅前ふれ

あい団地 

住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 181 

○66  前田団地 2 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 366 

○67  
高崎新田駅前

団地 

住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 670 

○68  上新田団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 1,518 

○69  高崎中央団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 1,664 
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NO 施設名称 今後の方針（2026（R8）～2030（R12）） 

H29～R28 

維持更新費用 

(単位:百万円) 

○70  高崎中央団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 203 

○71  三和団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 622 

○72  縄瀬原団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 762 

○73  江平宮王団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 243 

○74  椎屋団地 
住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 167 

○75  
単独・椎屋特定

団地 

住宅確保要配慮者の居住安定確保のため必要な施設

であるため、現状維持とする。 109 

 

② 教職員住宅 

NO 施設名称 今後の方針（2026（R8）～2030（R12）） 

H29～R28 

維持更新費用 

(単位:百万円) 

①  
西岳中 

教職員住宅 
教職員住宅として現状維持とする。 

22 

②  
吉之元小 

教職員住宅 
教職員住宅として現状維持とする。 

18 

③  
御池小 

教職員住宅 
教職員住宅として現状維持とする。 

64 

④  
夏尾小・中 

教職員住宅 
教職員住宅として現状維持とする。 

98 

⑤  
夏尾小 

教職員住宅 
教職員住宅として現状維持とする。 

18 

⑥  
高崎麓小 

教職員住宅 
教職員住宅として現状維持とする。 

0 

⑦  
高崎小 

教職員住宅 
教職員住宅として現状維持とする。 

0 

⑧  
江平小 

教職員住宅 
教職員住宅として現状維持とする。 

0 

⑨  
椎屋第１ 

教職員住宅 
教職員住宅として現状維持とする。 

90 
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※今後の方針欄で「現状維持」としている施設は、計画期間内であっても、周辺

環境・社会情勢の変化が生じた場合等に、方針転換をすることがあります。 

※維持更新費用について 

各施設の施設類型や延床面積、階数に応じて、部位・部材及びその数量を推定

した単価により、修繕、大規模改修、建替えの周期を順に 15年、30年、60年と

して推計している。また、設計委託費、外構工事費、用地補償費、解体費等は含

まない。ただし、床面積が 100㎡未満の建物については、修繕及び大規模改修を

行わず、建替えのみで推計している。  
 

 休止施設 

NO 施設名称 今後の方針 

H29～R28 

維持更新費用 

(単位:百万円) 

- 
夏尾中 

教職員住宅 
用途廃止済み。施設解体までは現状維持とする。 

18 

 


